
大和市告示第６８号 

大和市冠水監視カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

平成３１年３月２８日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市冠水監視カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市冠水監視カメラの設置及び管理運用に関する要綱（平成２９年大和市告示第８５号）の一

部を次のように改正する。 

別表中第６号を第８号とし、第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次のように加える。 

２ 市道深見１２８号（大和市深見字要石３１６４番４） １台 

 別表中第６号の次に次のように加える。 

７ 市道上和田３０５号（大和市上和田字下毛町３３６０番１） １台 

別表中第８号の次に次のように加える。 

９ 市道下福田７１号（大和市福田字甲六ノ区１４０７番２） １台 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


